
第２四半期報告書

 本書は、ＥＤＩＮＥＴ（Electronic Disclosure for Investors' NETwork）システ
ムを利用して金融庁に提出した第２四半期報告書の記載事項を、紙媒体と
して作成したものであります。

ラックホールディングス株式会社 
 

(E05720)

3857/2012年



目        次 

【表紙】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1 

  第一部 【企業情報】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2 

    第１ 【企業の概況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2 

        １ 【主要な経営指標等の推移】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2 

        ２ 【事業の内容】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  3 

    第２ 【事業の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  4 

        １ 【事業等のリスク】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  4 

        ２ 【経営上の重要な契約等】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  4 

        ３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 ・・・・・・・・・・・・  4 

    第３ 【提出会社の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  6 

        １ 【株式等の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  6 

          （１） 【株式の総数等】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  6 

            ① 【株式の総数】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  6 

            ② 【発行済株式】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  6 

          （２） 【新株予約権等の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 

          （３） 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 ・・・・・・・・・・ 11 

          （４） 【ライツプランの内容】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 

          （５） 【発行済株式総数、資本金等の推移】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 

          （６） 【大株主の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 

          （７） 【議決権の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 

            ① 【発行済株式】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 

            ② 【自己株式等】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 

        ２ 【役員の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 

    第４ 【経理の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 

        １ 【四半期連結財務諸表】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 

          （１） 【四半期連結貸借対照表】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 

          （２） 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 ・・・・・・・・・・・ 17 

           【四半期連結損益計算書】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 

           【第２四半期連結累計期間】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 

           【四半期連結包括利益計算書】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18 

           【第２四半期連結累計期間】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18 

          （３） 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 

           【追加情報】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 

           【注記事項】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 

           【セグメント情報】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 

3857/2012年



        ２ 【その他】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26 

  第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27 

レビュー報告書  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 巻末 

3857/2012年



  

  

【表紙】 

【提出書類】 四半期報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成23年11月11日 

【四半期会計期間】 第５期第２四半期（自 平成23年７月１日 至 平成23年９月30日） 

【会社名】 ラックホールディングス株式会社 

【英訳名】 LAC Holdings, Inc. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 米田 光伸 

【本店の所在の場所】 東京都千代田区平河町二丁目16番１号 

【電話番号】 ０３（６７５７）０１００（代表） 

【事務連絡者氏名】 取締役 中川 孟 

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区平河町二丁目16番１号 

【電話番号】 ０３（６７５７）０１００（代表） 

【事務連絡者氏名】 取締役 中川 孟 

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所 

（大阪市中央区北浜一丁目８番16号） 

3857/2012年-1-



  

第一部【企業情報】 
第１【企業の概況】 
１【主要な経営指標等の推移】 

回次 
第４期 

第２四半期連結 
累計期間 

第５期 
第２四半期連結 
累計期間 

第４期 

会計期間 

自平成22年 
４月１日 
至平成22年 
９月30日 

自平成23年 
４月１日 
至平成23年 
９月30日 

自平成22年 
４月１日 
至平成23年 
３月31日 

売上高（百万円）  15,867  15,107  33,413

経常利益（百万円）  232  488  1,301

四半期（当期）純利益（百万円）  140  143  851

四半期包括利益又は包括利益 
（百万円） 

 292  111  984

純資産額（百万円）  6,823  6,114  7,245

総資産額（百万円）  21,164  19,079  20,143

１株当たり四半期（当期）純利益
金額（円） 

 1.68  3.73  25.73

潜在株式調整後１株当たり四半期
（当期）純利益金額（円） 

 －  －  22.74

自己資本比率（％）  32.2  32.0  35.9

営業活動による 
キャッシュ・フロー（百万円） 

 1,009  832  2,244

投資活動による 
キャッシュ・フロー（百万円） 

 242  △560  962

財務活動による 
キャッシュ・フロー（百万円） 

 △1,839  △1,573  △2,586

現金及び現金同等物の四半期末
（期末）残高（百万円） 

 1,781  1,667  2,984
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 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
ておりません。 
２．売上高には消費税等は含まれておりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、第４期第２四半期連結累計期間および第

５期第２四半期連結累計期間については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 

４．１株当たり四半期（当期）純利益金額は、普通株式に係る数値を記載しております。 

５．第４期第２四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。 
  

 当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要
な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 
  

回次 
第４期 

第２四半期連結 
会計期間 

第５期 
第２四半期連結 
会計期間 

会計期間 

自平成22年 
７月１日 
至平成22年 
９月30日 

自平成23年 
７月１日 
至平成23年 
９月30日 

１株当たり四半期純利益金額
（円） 

 13.02  6.43

２【事業の内容】 
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 当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載
した事業等のリスクについての重要な変更はありません。 

  

 当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 
  

 文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。 

(1）業績の状況 
 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、本年３月の東日本大震災以降停滞していた生産活動はサプラ
イチェーンの立て直しや各種の政策効果などにより回復に向かっていますが、電力供給の制約や円高・株安の進
行、欧州の財政不安など、景気が下振れするリスクが内在する不透明な状況で推移しました。 
 当社グループの属する情報サービス業界においても、新規案件の延期や小型化、提供サービス価格の低減要請な
どがみられ、企業のＩＴ投資は依然として慎重な姿勢が継続しました。 
 このような状況のなか、当社グループは、多発する大規模な個人情報漏えい事件や、企業・官公庁をターゲット
とした標的型メールによるサイバー攻撃などが大きな社会問題となるなか、疑似標的型メール攻撃による情報セキ
ュリティ体験学習プログラム「ＩＴセキュリティ予防接種」の提供や、シスコ社の大容量データ転送の高性能セキ
ュリティ機器に対応した運用監視サービスの提供を開始いたしました。さらに、日本スマートフォンセキュリティ
フォーラム（ＪＳＳＥＣ）の設立への参画や、サイバーセキュリティ対策関連機関への積極的な参加など、セキュ
リティ技術の調査・研究やセキュリティ意識の向上に向けた取り組みを行ってまいりました。また、電力使用量を
可視化し節電に貢献する総合エネルギー管理システムの販売を開始するなど、新規ソリューションの創出に努めて
まいりました。 
 加えて、来年４月に予定している事業会社３社との統合に向け、組織統合委員会を発足させ準備を進めるととも
に、グループ内の営業組織の統合的な運営による共同提案を推進し、既存顧客の利益拡大に注力してまいりまし
た。資本政策面では、Ａ種優先株式の一部取得および消却を実施したほか、経営責任の明確化と業績向上への貢献
意欲を高めるため、当社グループの役員などを対象に第三者割当により自己株式を処分するなど、財務体質の改善
に努めてまいりました。 
  
 当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は、セキュリティソリューションサービス事業（以下、ＳＳＳ事業
という。）では増加しましたが、システムインテグレーションサービス事業（以下、ＳＩＳ事業という。）とディ
ーラー事業は減少し、151億７百万円（前年同四半期比4.8％減）となりました。利益面では、売上高の減少にとも
ない、売上総利益が前年同四半期に比べ60百万円減少しましたが、利益率の高いサービス売上が増加したため、売
上総利益率は前年同四半期に比べ0.6ポイント上昇いたしました。さらに、グループ全体でコスト低減に努めたこ
とにより、営業利益は５億94百万円（前年同四半期比77.6％増）、経常利益は４億88百万円（前年同四半期比
110.3％増）、四半期純利益は１億43百万円（前年同四半期比1.8％増）となりました。 
   
 セグメントの業績は次のとおりであります。 
①システムインテグレーションサービス事業（ＳＩＳ事業） 
 開発サービスは、一部製造業案件が伸長しましたが、銀行関連案件の開始時期遅延や、案件縮小などの影響か
ら、売上高は46億51百万円（前年同四半期比8.7％減）となりました。 
 ソリューションサービスは、自治体向け案件が堅調に推移し、売上高は２億95百万円（同3.1％増）となりまし
た。 
 関連商品は、インフラ構築にともなう新規製品販売が減少し、売上高は１億57百万円（同37.6％減）となりまし
た。 
 この結果、ＳIＳ事業の売上高は51億４百万円（同9.4％減）となりました。 
②セキュリティソリューションサービス事業（ＳＳＳ事業） 
 コンサルティングサービスは、大規模な個人情報漏えい事件や企業・官公庁をターゲットとした標的型メールに
よるサイバー攻撃などの多発により、緊急対応にともなうコンサルティング案件が増加し、売上高は６億57百万円
（前年同四半期比12.2％増）となりました。 
 運用監視サービスは、情報セキュリティへの関心の高まりから診断サービスの新規受注が増加し、また監視サー
ビスにおいても既存案件の契約更新が堅調に推移し、売上高は12億67百万円（同14.7％増）となりました。 

第２【事業の状況】 
１【事業等のリスク】 

２【経営上の重要な契約等】 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 
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 関連商品は、提供するサービスに付随する商品および保守の販売に絞り込んだことにより、売上高は３億27百万
円（同21.6％減）となりました。 
 この結果、ＳＳＳ事業の売上高は22億52百万円（同6.8％増）となりました。   
③ディーラー事業  
 ＨＷ／ＳＷ販売は、主力銀行、官公庁向けなどで見込んでいた大型案件の失注・受注の遅れや、案件の小型化な
どにより、売上高は30億70百万円（前年同四半期比17.0％減）となりました。 
 ＳＥサービスは、前期下期に受注した案件にともなう、システム構築や導入サービス、およびそれに付随する運
用サービスなどが寄与し、売上高は15億19百万円（同29.5％増）となりました。 
 保守サービスは、サービス価格の低減要請や、契約更新の不調などにより、売上高は31億59百万円（同2.8％
減）となりました。 
 この結果、ディーラー事業の売上高は77億50百万円（同4.6％減）となりました。  

  
(2）キャッシュ・フローの状況 
 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は16億67百万円となり、前連
結会計年度末と比較して13億17百万円の減少となりました。 
 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 営業活動の結果得られた資金は８億32百万円（前年同四半期連結累計期間は10億９百万円の獲得）となりまし
た。これは主に税金等調整前四半期純利益４億80百万円に減価償却費２億45百万円、のれん償却額３億70百万円、
売上債権の減少額４億59百万円、仕入債務の減少額１億21百万円、法人税等の支払額４億４百万円等を反映したも
のであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 投資活動の結果使用した資金は５億60百万円（前年同四半期連結累計期間は２億42百万円の獲得）になりまし
た。これは主に有形固定資産の取得による支出１億８百万円、ソフトウエアの取得による支出４億38百万円等を反
映したものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 財務活動の結果使用した資金は15億73百万円（前年同四半期連結累計期間は18億39百万円の使用）となりまし
た。これは主に短期借入金の純増加額10億１百万円、長期借入金の返済による支出13億83百万円、優先株式などの
自己株式の取得による支出10億23百万円、配当金の支払額２億48百万円等を反映したものであります。 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題 
 当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

(4）研究開発活動 
 当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、22百万円であります。 
 なお、当第２四半期累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 
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①【株式の総数】 

（注）会社法の下では、発行可能種類株式総数の合計は発行可能株式総数と一致する必要はないものとされ、当社におき
ましても発行可能種類株式総数の合計は発行可能株式総数と一致いたしません。 

②【発行済株式】 

（注）１．行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。 
(1）普通株式の株価の下落により、取得価額が下方に修正され取得請求権が行使された場合、交付される普通株
式数が増加します。 

(2）取得価額の修正の基準及び頻度 
毎年５月15日および11月15日の年２回を取得価額修正日とし、取得価額はそれぞれの取得価額修正日に先
立つ45取引日目に始まる30取引日の大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）における終値の平均値の
90％に修正されます。 

(3）取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限 
上記(2)に基づき算出される、提出日の前月末日現在の取得価額は190円62銭となりますが、下記「３．
(5)普通株式を対価とする取得請求権 ③交付価額」に記載のとおり取得価額の下限は当初取得価額244円90
銭の65％である159円20銭となります。 
取得請求権が行使された場合、以下に基づき算出される数が普通株式として交付されることになります
が、下記「２．(1) 権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容」に記載のとおり普通
株式を対価とする取得請求権の行使は、金銭を対価とする取得請求権の行使が不可能であると合理的に判断
される場合にのみその行使が認められております。 
なお、平成23年９月30日を取得請求の日と仮定して取得請求権が行使された場合で、かつ、金銭を対価と
する行使が不可能であると合理的に判断された場合に交付される普通株式の数を以下の算式に基づき算出す
ると5,503,672株（同日の普通株式の発行済株式総数の20.63％）となります。 

(4）当社の決定による本優先株式の取得を可能とする旨の条項 
当社は定款において、いつでも、法令の範囲内で、本優先株式の全部または一部を取得することができるこ

ととされておりますが、当社は、本優先株式の所有者との間で本優先株式の発行及び引受けに関する引受契約
（以下「本引受契約」といいます。）を締結しており、本引受契約において、取得条項を発動できるのは平成
23年５月31日以降と制限されております。 

第３【提出会社の状況】 
１【株式等の状況】 
（１）【株式の総数等】 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  100,000,000

Ａ種優先株式  10

計  100,000,000

種類 
第２四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成23年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成23年11月11日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式  26,683,120  26,683,120

大阪証券取引所  
ＪＡＳＤＡＱ 
（スタンダード）  

単元株式数 
100株  

Ａ種優先株式（当
該優先株式は行使
価額修正条項付新
株予約権付社債券
等であります。) 

 5  5 非上場  （注）１～３ 

計  26,683,125  26,683,125 － － 

交付される普通株式の数 ＝ 
払込金額 ＋ 

前事業年度の
優先配当金額 

＋ 
累積未払
配当金額 

＋ 
経過済 

日割配当金額 

取得価額 
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２．行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。 
(1）権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容 
当社は、定款においていつでも本優先株式に係る普通株式対価の取得請求権を行使できるとしております
が、本引受契約において、普通株式対価の取得請求権は、金銭対価の取得請求権行使が不可能であると合理的
に判断される場合にのみその行使が認められ、また、金銭対価の取得請求権は、平成26年11月30日の経過、本
引受契約上の重大な義務違反、当社支配権の変動等の重大な事由が発生した場合にのみ、所定の手続きを経て
行使が可能となることとされております。このように、本優先株式については、本引受契約に基づき、取得請
求権行使の制限がなされておりますが、所有者は、本優先株式の取得請求権を行使できる場合においても、実
務上可能な限り市場および当社の財務状態等に配慮して、本優先株式の発行要項および本引受契約等の定めに
従い本優先株式の保有、金銭または当社普通株式を対価とする取得請求権の行使、普通株式が交付された場合
の交付された普通株式の売却等に努めるとの確認をしております。 
(2）当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容 

     本優先株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受ける必要があります。 
(3）当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容 
該当事項はありません。 

(4）その他投資者の保護を図るため必要な事項 
該当事項はありません。 

    
３．Ａ種優先株式の内容は次のとおり定款に定めております。 

  
(1) 単元株制度は採用しておりません。 

(2) 優先配当金 
① 優先配当金 
 当社は、剰余金の配当を行うときは、各事業年度末日の最終の株主名簿に記載または記録された本優先株式を
有する株主（以下「本優先株主」という。）または本優先株式の登録株式質権者（以下「本優先登録株式質権
者」という。）に対し、各事業年度末日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株式を有する株主（以下
「普通株主」という。）または普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、
本優先株式１株につき下記②に定める額の配当金（以下「優先配当金」という。）を支払う。但し、当該事業年
度において下記③に定める優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した額とする。 

② 優先配当金の額 
   ある事業年度についての優先配当金の額は、払込金額に9.80％を乗じて算出した金額（以下「優先配当金額」
という。）とする。 
 但し、１年に満たない事業年度については、優先配当金額は、払込金額に9.80％を乗じて算出した額を、当該
事業年度の日数で日割り計算した額（１年を365日と仮定して計算し、円位未満を切り捨てる。）（以下、当該
１年に満たない事業年度終了日現在における日割配当額を「経過済日割配当額」という。）とする。なお、払込
期日を含む事業年度については、優先配当金額は、払込金額に9.80％を乗じて算出した額を、払込期日から当該
事業年度終了日までの日数で日割り計算した額（１年を365日と仮定して計算し、円位未満を切り捨てる。）と
する。 
③ 優先中間配当金 
 当社は、会社法第454条第５項に基づく剰余金の配当（以下「中間配当」という。）を行うときは、当年９月
末日の最終の株主名簿に記載または記録された本優先株主または本優先登録株式質権者に対し、当年９月末日の
最終の株主名簿に記載または記録された普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、上記②に定める優先配当
金額の２分の１を限度として、取締役会の決議で定める金額の優先中間配当金（以下「優先中間配当金」とい
う。）を支払うものとする。 

④ 累積条項 
 ある事業年度における剰余金の配当として本優先株主または本優先登録株式質権者に対して支払う１株当たり
の剰余金の配当（中間配当を含む。）の額が上記②に定める優先配当金額に達しないときは、その不足額（以下
「未払配当金」という。）は翌事業年度以降に累積し、当該事業年度の翌事業年度の初日（以下「累積基準日」
という。）（同日を含む。）以降、実際に累積した不足額（以下「累積未払配当金」という。）の全部が支払わ
れた日（以下「累積支払日」という。）（同日を含む。）まで、下記に従って、年率9.80％の利率で１年毎の複
利計算により計算する。なお、累積未払配当金については、当該翌事業年度以降、優先配当金、優先中間配当金
ならびに普通株主および普通登録株式質権者に対する剰余金の配当に先立ち、本優先株主または本優先登録株式
質権者に対して配当する。 
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＜累積未払配当金＞ 
  

   累積未払配当金＝未払配当金×(１＋0.098)m＋(m’÷365) 

  
なお、累積基準日（同日を含む。）から累積支払日（同日を含む。）までの日数を「ｍ年とｍ’日」とす
る。但し、累積支払日までの間に累積未払配当金の一部が支払われた場合（以下、累積支払日までの間に支
払われた累積未払配当金を「支払済累積未払配当金」という。）には、次の算式に従って計算される金額を
累積未払配当金から控除する。累積支払日までの間に累積未払配当金の一部が複数回にわたって支払われた
場合には、支払済累積未払配当金のそれぞれにつき、控除金額を計算し控除する。 

 
   控除金額＝支払済累積未払配当金×(１＋0.098)p＋(p’÷365) 
  

なお、実際に支払済累積未払配当金を支払った日（同日を含む。）から累積支払日（同日を含む。）までの
日数を「ｐ年とｐ’日」とする。 

⑤ 非参加条項 
 本優先株主または本優先登録株式質権者に対しては、優先配当金または優先中間配当金を超えて剰余金の配当
または中間配当を行わない。 

(3) 残余財産の分配 

 当社は、残余財産の分配をするときは、本優先株主または本優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登
録株式質権者に先立ち、本優先株式１株につき、払込金額、残余財産の分配に関する清算人の決定または清算人会
の決議の日の属する事業年度において支払われるべき前事業年度についての優先配当金額（清算人の決定または清
算人会の決議の時点で支払われていない場合）、当該清算人の決定または清算人会の決議の日を支払日と仮定して
算出した累積未払配当金の額、ならびに当該清算人の決定または清算人会の決議の日を当該事業年度の終了日と仮
定して算出した経過済日割配当額の合計額に相当する金額の金銭を支払う。 
 当社は、本優先株主または本優先登録株式質権者に対し、上記に規定する支払のほか、残余財産の分配を行わな
い。 
(4) 金銭を対価とする取得請求権 
① 請求期間 
   本優先株主は、いつでも、法令の範囲内で、本優先株式の全部または一部の取得を請求することができる。 
② 優先株式１株の取得と引換えに交付する財産の内容および額 
   当社は、本優先株式１株につき、取得請求の日における払込金額、当該事業年度において支払われるべき前事
業年度についての優先配当金額（取得請求の時点で支払われていない場合）、取得請求の日を支払日と仮定して
算出した累積未払配当金の額、ならびに取得請求の日を当該事業年度の終了日と仮定して算出した経過済日割配
当額の合計額に相当する金額の金銭を支払うものとする。なお、法令の範囲を超えて本優先株主から取得請求が
あった場合、取得すべき本優先株式は抽選その他の合理的な方法により決定する。 

(5) 普通株式を対価とする取得請求権 

① 請求期間 
 本優先株主は、いつでも、法令の範囲内で、かつ当社定款第６条に従い当社株主総会で決議された募集する普
通株式の上限数を限度として、下記②ないし④に定める条件で、当社が本優先株式を取得するのと引換えに、当
社の普通株式を交付することを請求することができる。なお、本優先株主に交付される普通株式数の算出に際し
１株未満の端数が生じたときは、会社法第167条第３項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に
その端数を乗じて得た額に相当する金銭を本優先株主に交付する。 
② 本優先株式１株の取得と引換えに交付すべき普通株式数 
 当社は、次に定める条件により当社の普通株式を交付するものとする。 
  取得と引換えに交付すべき普通株式数＝ 
 上記(4)②で定める本優先株式１株の取得と引換えに交付する財産の額÷交付価額 

③ 交付価額 
 当初交付価額は244.9円とし、交付価額は、2010年５月15日以降の毎年５月15日および11月15日（以下それぞ
れ 「交付価額修正日」という。）に、交付価額修正日における時価の90％に相当する金額（以下「修正後交付
価額」という。）に修正されるものとする。但し、修正後交付価額が当初交付価額の65％（以下「下限交付価
額」という。）を下回るときは、修正後交付価額は下限交付価額とする。なお、交付価額が、下記④により調整
された場合には、下限交付価額についても同様の調整を行うものとする。上記「時価」とは、当該交付価額修正
日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の当社の普通株式が上場されている金融商品取引所における当社の普通
株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）とし、その計算は円位
未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。 
④ 交付価額の調整 
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(a) 当社は、本優先株式の発行後、下記(b)に掲げる各事由により普通株式数に変更を生じる場合または変更を
生ずる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「交付価額調整式」という。)をもって交付価額（上記③
に基づく修正後の交付価額を含む。）を調整する。 

 なお、交付価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、普通株主に下記(b)(ⅰ)ないし(ⅳ)の各取引
に係る基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の交付価
額を適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から当該日における当社の有する普通株式
数を控除したものとする。交付価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、普通株式の株式分割が行われ
る場合には、株式分割により増加する普通株式数（基準日における当社の有する普通株式に関して増加した
普通株式数を含まない。）とし、普通株式の併合が行われる場合には、株式の併合により減少する普通株式
数（効力発生日における当社の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。）を負の値で表示
して使用するものとする。交付価額調整式で使用する「１株あたりの払込金額」は、下記(b)(ⅰ)の場合は
当該払込金額（金銭以外の財産を出資の目的とする場合には適正な評価額、無償割当ての場合は０円とす
る。）、下記(b)(ⅱ)および(ⅳ)の場合は０円とし、下記(b)(ⅲ)の場合は下記(b)(ⅴ)で定める対価の額と
する。 

(b) 交付価額調整式により本優先株式の交付価額の調整を行う場合およびその調整後の交付価額の適用時期につ
いては、次に定めるところによる。 
(ⅰ) 下記(c)(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合（無償割当ての場合を含
む。）（但し、当社が交付した取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権（新
株予約権付社債に付されたものを含む。以下本④において同じ。）の取得と引換えに交付する場合また
は普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本④におい
て同じ。）その他の証券もしくは権利の転換、交換または行使により交付する場合を除く。） 
 調整後の交付価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日と
する。）または無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、当社の普通株主に募集株式
の割当てを受ける権利を与えるためまたは無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降
これを適用する。 

(ⅱ) 普通株式の株式分割をする場合 
調整後の交付価額は、普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 

(ⅲ) 取得請求権付株式、取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引換えに下
記(c)(ⅱ)に定める時価を下回る対価（以下に定義される。）をもって普通株式を交付する定めがあるも
のを交付する場合（無償割当ての場合を含む。）、または下記(c)(ⅱ)に定める時価を下回る対価をもっ
て普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券もしくは権利を交付する場合（無償割当ての場
合を含む。） 
 調整後の交付価額は、交付される取得請求権付株式、取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約
権、または新株予約権その他の証券もしくは権利（以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初
の条件で取得、転換、交換または行使され普通株式が交付されたものとみなして交付価額調整式を準用
して算出するものとし、交付される日または無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但
し、普通株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためまたは無償割当てのための基準
日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 
 上記にかかわらず、取得、転換、交換または行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で
確定していない場合は、調整後の交付価額は、当該対価の確定時点で交付されている取得請求権付株式
等の全てが当該対価の確定時点の条件で取得、転換、交換または行使され普通株式が交付されたものと
みなして交付価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用す
る。 

(ⅳ) 普通株式の併合をする場合 
 調整後の交付価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。 

(ⅴ) 上記(ⅲ)における対価とは、取得請求権付株式等の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払
がなされた額（時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、その行 
使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。）から、その取得、転換、交換または行使に際し
て取得請求権付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得、
転換、交換または行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。 

(c) (ⅰ) 交付価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。 
(ⅱ) 交付価額調整式で使用する時価は、調整後の交付価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引

調 整 後
交付価額

＝ 
調 整 前
交付価額

× 
既発行普通株式数 ＋ 

交付普通株式数 × １株あたりの払込金額 

１株あたり時価 

既発行普通株式数 ＋ 交付普通株式数 
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日の当社の普通株式が上場されている金融商品取引所における普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示
を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五
入する。）とする。 

(d) 上記(b)に定める交付価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に該当すると当社の取締役会
が合理的に判断するときには、当社は、必要な交付価額の調整を行う。 
(ⅰ) 当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部または一部の
承継、または他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために交付
価額の調整を必要とするとき。 

(ⅱ) 交付価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の交付価額の算出
にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

(ⅲ) その他当社の発行済普通株式の株式数の変更または変更の可能性の生じる事由の発生により交付価額
の調整を必要とするとき。 

(e) 交付価額調整式により算出された調整後交付価額と調整前交付価額との差額が１円未満の場合は、交付価額
の調整は行わないものとする。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算に
おいて斟酌される。 

(f) 上記(a)ないし(e)により交付価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨ならびにその
事由、調整前の交付価額、調整後の交付価額およびその適用の日その他必要な事項を株主名簿に記載された本
優先株主に通知する。但し、その適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以
降速やかにこれを行う。 

(6) 取得条項 
① 取得事由 
   当社は、いつでも、法令の範囲内で、本優先株式の全部または一部を取得することができる。 
② 優先株式１株の取得と引換えに交付する財産の内容および額 
   当社は、本優先株式１株につき、取得の日における払込金額、当該事業年度において支払われるべき前事業年
度についての優先配当金額（取得の時点で支払われていない場合）、取得日を支払日と仮定して算出した累積未
払配当金の額、ならびに取得の日を当該事業年度の終了日と仮定して算出した経過済日割配当額の合計額に相当
する金額の金銭を支払うものとする。 
③ 取得する優先株式の一部の決定方法 
   当社は、本優先株式の一部を取得する場合、抽選その他の合理的な方法により当該一部を決定する。 
(7) 議決権 
    本優先株主は、当社の株主総会において議決権を有しない。 
(8) 種類株主総会における議決権 
  本優先株式については、会社法第322条第１項第１号に定める場合を除き、同項各号に定める種類株主総会の決
議を要しない。 
(9) 譲渡制限 
  本優先株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。 
(10) 株式の併合または分割、新株引受権等の有無 
 当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、本優先株式について株式の併合または分割を行わない。 
 当社は、本優先株主に対し、募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与え
ず、また株式無償割当てまたは新株予約権無償割当てを行わない。 

(11) 議決権を有しないこととしている理由 
  資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。 
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 

（２）【新株予約権等の状況】 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

（４）【ライツプランの内容】 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

年月日 
発行済株式
総数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高 
（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高 
（百万円） 

 平成23年７月１日～ 
 平成23年９月30日 

 －

普通株式 

 
Ａ種優先株式 

 

26,683,120

5

 －  1,000  －  250
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 なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。 

  

（６）【大株主の状況】 

  平成23年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式
数 
（千株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％） 

有限会社コスモス 千葉県船橋市三山４丁目８番８号  8,000  29.98

株式会社ハウスホールディングス 千葉県成田市不動ヶ岡１９５８  1,505  5.64

ＫＤＤＩ株式会社 東京都新宿区西新宿２丁目３―２  1,414  5.29

ラックホールディングス株式会社 
東京都千代田区平河町２丁目１６－
１ 平河町森タワー 

 1,303  4.88

ラックホールディングス従業員持株会 
東京都千代田区平河町２丁目１６－
１ 平河町森タワー 

 947  3.55

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目３―１  870  3.26

三柴 元 千葉県船橋市  776  2.91

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口)  

東京都中央区晴海１丁目８―１１   420  1.57

株式会社ユーシン   東京都港区芝大門１丁目１番３０号  398  1.49

ランスタッド株式会社 東京都千代田区紀尾井町４―１  321  1.20

計 ―  15,956  59.80

  平成23年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有議決
権数 
（個） 

総株主の議決権
に対する所有議
決権数の割合
（％） 

有限会社コスモス 千葉県船橋市三山４丁目８番８号  80,000  31.85

株式会社ハウスホールディングス 千葉県成田市不動ヶ岡１９５８  15,051  5.99

ＫＤＤＩ株式会社 東京都新宿区西新宿２丁目３―２  14,142  5.63

ラックホールディングス従業員持株会 
東京都千代田区平河町２丁目１６－
１ 平河町森タワー 

 9,478  3.77

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目３―１  8,700  3.46

三柴 元 千葉県船橋市  7,769  3.09

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口)   

東京都中央区晴海１丁目８―１１   4,201  1.67

株式会社ユーシン   東京都港区芝大門１丁目１番３０号  3,984  1.58

ランスタッド株式会社 東京都千代田区紀尾井町４―１  3,210  1.27

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託
口） 

東京都港区浜松町２丁目１１番３号  3,158  1.25

計 ―  149,693  59.61
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①【発行済株式】 

 （注）１．「完全議決権株式（自己株式等）」欄は、全て当社所有の自己株式であります。 

２．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,100株（議決権の数11個）含ま

れております。 

３．Ａ種優先株式の概要は、「第３提出会社の状況、１株式等の状況、(1)株式の総数等」に記載のとおりであ

ります。 

②【自己株式等】 

  

該当事項はありません。  
  

（７）【議決権の状況】 

  平成23年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 
Ａ種優先
株式 

   5 － （注）３ 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式  1,303,100 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式  25,110,000  251,100 － 

単元未満株式 普通株式  270,020 － １単元（100株）未満の株式 

発行済株式総数      26,683,125 － － 

総株主の議決権 －  251,100 － 

  平成23年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 
（％） 

ラックホールディングス
株式会社 

東京都千代田区平河町
２丁目16－１ 平河町
森タワー 

 1,303,100  －  1,303,100  4.88

計 －  1,303,100  －  1,303,100  4.88

２【役員の状況】 
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 
 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府
令第64号）に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 
 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成23年７月１日から平
成23年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年９月30日まで）に係る四半期連
結財務諸表について、監査法人アヴァンティアによる四半期レビューを受けております。 

  

第４【経理の状況】 
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 2,984,529 1,667,518 
受取手形及び売掛金 4,909,491 4,448,826 
商品 358,528 140,979 
仕掛品 180,179 455,531 
貯蔵品 3,617 2,914 
前払費用 1,754,215 2,832,720 
その他 376,161 377,541 
貸倒引当金 △2,311 △2,075 

流動資産合計 10,564,411 9,923,957 
固定資産   
有形固定資産 1,241,670 1,242,266 
無形固定資産   
のれん 3,559,816 3,187,726 
その他 1,230,195 1,392,896 
無形固定資産合計 4,790,012 4,580,622 

投資その他の資産   
繰延税金資産 2,097,920 1,936,527 
その他 1,449,194 1,395,994 
投資その他の資産合計 3,547,114 3,332,521 

固定資産合計 9,578,798 9,155,411 

資産合計 20,143,210 19,079,368 
負債の部   
流動負債   
買掛金 1,931,254 1,810,417 
短期借入金 ※  606,765 ※  1,608,732 

1年内返済予定の長期借入金 980,000 980,000 
1年内償還予定の社債 234,000 167,000 
未払法人税等 381,616 171,047 
前受収益 1,847,825 2,738,642 
賞与引当金 72,959 63,674 
受注損失引当金 24,382 8,588 
その他 1,515,409 1,437,946 
流動負債合計 7,594,213 8,986,049 

固定負債   
社債 250,000 200,000 
長期借入金 4,532,000 3,348,600 
退職給付引当金 55,673 52,449 
負ののれん 4,947 3,847 
その他 461,367 373,641 
固定負債合計 5,303,987 3,978,539 

負債合計 12,898,201 12,964,588 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

純資産の部   
株主資本   
資本金 1,000,000 1,000,000 
資本剰余金 5,675,838 4,646,462 
利益剰余金 975,997 869,981 
自己株式 △368,426 △330,636 

株主資本合計 7,283,408 6,185,807 

その他の包括利益累計額   
その他有価証券評価差額金 △36,293 △53,307 
繰延ヘッジ損益 △2,111 － 
為替換算調整勘定 △12,640 △27,125 

その他の包括利益累計額合計 △51,045 △80,433 

少数株主持分 12,644 9,406 
純資産合計 7,245,008 6,114,780 

負債純資産合計 20,143,210 19,079,368 
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 
【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 15,867,601 15,107,736 
売上原価 12,579,698 11,880,053 
売上総利益 3,287,903 3,227,683 
販売費及び一般管理費 ※  2,953,229 ※  2,633,192 

営業利益 334,674 594,491 

営業外収益   
受取利息 298 127 
受取配当金 15,644 1,129 
負ののれん償却額 1,099 1,099 
保険解約返戻金 － 1,591 
その他 7,952 7,920 
営業外収益合計 24,995 11,869 

営業外費用   
支払利息 75,281 61,200 
支払手数料 47,746 53,395 
その他 4,172 2,779 
営業外費用合計 127,200 117,374 

経常利益 232,468 488,985 

特別利益   
子会社株式売却益 111,959 － 
貸倒引当金戻入額 11,113 － 
本社移転損失引当金戻入額 34,244 － 

特別利益合計 157,317 － 

特別損失   
固定資産除却損 35,352 751 
事務所移転費用 49,151 － 
特別退職金 35,200 7,340 
減損損失 2,550 － 

特別損失合計 122,255 8,092 

税金等調整前四半期純利益 267,530 480,893 
法人税、住民税及び事業税 167,732 151,667 
法人税等調整額 △41,233 186,840 
法人税等合計 126,499 338,508 

少数株主損益調整前四半期純利益 141,031 142,385 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 144 △984 

四半期純利益 140,887 143,369 
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【四半期連結包括利益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 141,031 142,385 
その他の包括利益   
その他有価証券評価差額金 157,244 △17,013 
繰延ヘッジ損益 1,436 2,111 
為替換算調整勘定 △6,748 △16,110 

その他の包括利益合計 151,932 △31,013 

四半期包括利益 292,964 111,371 
（内訳）   
親会社株主に係る四半期包括利益 293,915 113,981 
少数株主に係る四半期包括利益 △950 △2,609 

3857/2012年-18-



（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   
税金等調整前四半期純利益 267,530 480,893 
減価償却費 220,975 245,090 
減損損失 2,550 － 
のれん償却額 373,005 370,991 
貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,113 △223 
賞与引当金の増減額（△は減少） 10,123 △9,285 
受注損失引当金の増減額（△は減少） 3,492 △15,794 
退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,183 △1,876 
受取利息及び受取配当金 △15,943 △1,257 
支払利息 75,281 61,200 
為替差損益（△は益） 1,646 27 
固定資産除却損 35,352 751 
事業所移転費 49,151 － 
子会社株式売却損益（△は益） △111,959 － 
売上債権の増減額（△は増加） 1,284,689 459,558 
たな卸資産の増減額（△は増加） △200,320 △57,682 
その他の流動資産の増減額（△は増加） △895,152 △1,010,676 
仕入債務の増減額（△は減少） △912,488 △121,004 
未払消費税等の増減額（△は減少） △83,455 14,918 
その他の流動負債の増減額（△は減少） 1,429,390 852,785 
その他 7,341 36,469 
小計 1,536,280 1,304,887 
利息及び配当金の受取額 16,103 1,257 
利息の支払額 △77,787 △69,048 
移転費用の支払額 △241,578 － 
法人税等の支払額 △223,901 △404,252 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,009,116 832,844 
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   
有形固定資産の取得による支出 △133,254 △108,570 
ソフトウエアの取得による支出 △357,803 △438,869 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入 184,512 － 

貸付けによる支出 △18,874 － 
貸付金の回収による収入 30,696 429 
敷金及び保証金の差入による支出 △9,362 △13,523 
敷金及び保証金の回収による収入 547,075 360 

投資活動によるキャッシュ・フロー 242,988 △560,172 

財務活動によるキャッシュ・フロー   
リース債務の返済による支出 △19,045 △33,708 
短期借入金の純増減額（△は減少） △462,500 1,001,966 
長期借入れによる収入 － 200,000 
長期借入金の返済による支出 △1,023,000 △1,383,400 
社債の償還による支出 △117,000 △117,000 
自己株式の売却による収入 29 31,524 
自己株式の取得による支出 △125 △1,023,110 
配当金の支払額 △218,065 △248,793 
少数株主への配当金の支払額 － △629 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,839,707 △1,573,150 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,403 △16,532 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △594,006 △1,317,011 

現金及び現金同等物の期首残高 2,375,516 2,984,529 
現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  1,781,509 ※  1,667,518 
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【追加情報】 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日） 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 
 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤 
謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関す 
る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。  

【注記事項】 
（四半期連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成23年３月31日） 

当第２四半期連結会計期間 
（平成23年９月30日） 

※  当社及び㈱アクシスにおいては、運転資金の効率的
な調達を行うため、取引銀行10行と当座貸越契約およ
び貸出コミットメント契約を締結しております。これ
ら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は
次のとおりであります。 

※  当社及び㈱アクシスにおいては、運転資金の効率的
な調達を行うため、取引銀行14行と当座貸越契約およ
び貸出コミットメント契約を締結しております。これ
ら契約に基づく当第２四半期連結会計期間末の借入未
実行残高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額及び貸出
コミットメントの総額 

4,420,000千円 

借入実行残高 300,000千円 

 差引額 4,120,000千円 

当座貸越極度額及び貸出
コミットメントの総額 

5,020,000千円 

借入実行残高 1,500,000千円 

 差引額 3,520,000千円 

（四半期連結損益計算書関係） 

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日） 

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次
のとおりであります。 

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次
のとおりであります。 

給料手当及び賞与 1,192,256千円 

退職給付費用 60,507千円 

給料手当及び賞与 1,058,514千円 

退職給付費用 58,603千円 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日） 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借
対照表に掲記されている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借
対照表に掲記されている科目の金額との関係 

  

（平成22年９月30日現在）

（千円）

現金及び預金勘定  1,781,509
預入期間が３ヶ月を超える定期
預金 

 －

現金及び現金同等物  1,781,509
  

（平成23年９月30日現在）

（千円）

現金及び預金勘定  1,667,518
預入期間が３ヶ月を超える定期
預金 

 －

現金及び現金同等物  1,667,518

3857/2012年-21-



Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 
配当に関する事項 

 (1）配当金支払額 

 (2）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間
末後となるもの 

  
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 
１．配当に関する事項 
 (1）配当金支払額 

 (2）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間
末後となるもの 

  
２．株主資本の金額の著しい変動 
 当社は、平成23年６月24日付で、Ａ種優先株式５株を取得し、同日付で消却いたしました。この結果、 
第１四半期連結会計期間においてその他資本剰余金が1,022,821千円減少し、当第２四半期連結会計期間末
における資本剰余金は4,646,462千円となっております。 
  

（株主資本等関係） 

  
  
（決議） 

株式の種類 配当金の総額 （千円） 

１株当たり 
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成22年６月24日 
定時株主総会  

普通株式  153,519  6.00 平成22年３月31日 平成22年６月25日 利益剰余金 

Ａ種優先株式  65,512  6,551,232.00 平成22年３月31日 平成22年６月25日 利益剰余金 

  
  
（決議） 

株式の種類 配当金の総額 （千円） 

１株当たり 
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成22年11月５日 
取締役会  

普通株式  102,344  4.00 平成22年９月30日 平成22年12月10日 利益剰余金 

Ａ種優先株式  98,000  9,800,000.00 平成22年９月30日 平成22年12月10日 利益剰余金 

  
  
（決議） 

株式の種類 配当金の総額 （千円） 

１株当たり 
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成23年６月23日 
定時株主総会  

普通株式  151,384  6.00 平成23年３月31日 平成23年６月24日 利益剰余金 

Ａ種優先株式  98,000  9,800,000.00 平成23年３月31日 平成23年６月24日 利益剰余金 

  
  
（決議） 

株式の種類 配当金の総額 （千円） 

１株当たり 
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成23年11月４日 
取締役会  

普通株式  101,519  4.00 平成23年９月30日 平成23年12月12日 利益剰余金 

Ａ種優先株式  49,000  9,800,000.00 平成23年９月30日 平成23年12月12日 利益剰余金 
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Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社の非連結子会
社に対する業務受託収入であります。 
２．セグメント利益の調整額の内容は以下のとおりであります。 

※ 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る費用であります。 
３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。   

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 
（固定資産に係る重要な減損損失） 
「セキュリティソリューションサービス事業」セグメントにおいて、サービスの提供終了に関する意思決定を
行ったことにより、回収可能価額が著しく低下していると認められる資産として認識されたソフトウエアについ
て、回収可能価額をゼロとして、減損損失を認識するものであります。なお、当該減損損失の計上額は、当第２
四半期連結累計期間において2,550千円であります。 

  
（のれんの金額の重要な変動） 
該当事項はありません。 
  

（重要な負ののれん発生益） 
該当事項はありません。 

  

（セグメント情報等） 
【セグメント情報】 

  （単位：千円）

  

報告セグメント 

その他 
（注）１ 合計 調整額 

（注）２ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）３ 

システムイ
ンテグレー
ションサー
ビス事業 

セキュリ
ティソリ
ューショ
ンサービ
ス事業 

ディーラー
事業 計 

売上高                 

外部顧客への売上

高  5,634,916    2,109,446  8,122,638  15,867,001  600  15,867,601  －  15,867,601

セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

 90,870  18,882  106,874  216,628  －  216,628  △216,628  －

計  5,725,787  2,128,329  8,229,512  16,083,629  600  16,084,229  △216,628  15,867,601

セグメント利益  857,915  149,665  386,484  1,394,066  600  1,394,666  △1,059,992  334,674

  （千円）

  当第２四半期連結累計期間 

セグメント間取引消去  △4,722

全社費用※  △1,055,269

合計  △1,059,992
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９月30日） 
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社の非連結子会
社に対する業務受託収入等であります。 

２．セグメント利益の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円および各報告セ
グメントに配分していない全社費用 千円が含まれております。全社費用は、主に報告セ
グメントに帰属しない当社の管理部門に係る費用であります。 
３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。   

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 
（固定資産に係る重要な減損損失） 
該当事項はありません。 
  

（のれんの金額の重要な変動） 
該当事項はありません。 
  

（重要な負ののれん発生益） 
該当事項はありません。 

  

  （単位：千円）

  

報告セグメント 

その他 
（注）１ 合計 調整額 

（注）２ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）３ 

システムイ
ンテグレー
ションサー
ビス事業 

セキュリ
ティソリ
ューショ
ンサービ
ス事業 

ディーラー
事業 計 

売上高                 

外部顧客への売上

高  5,104,241    2,252,675  7,750,123  15,107,040  696  15,107,736  －  15,107,736

セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

 138,531  10,440  78,970  227,943  －  227,943  △227,943  －

計  5,242,773  2,263,115  7,829,094  15,334,983  696  15,335,680  △227,943  15,107,736

セグメント利益  724,977  424,958  351,347  1,501,283  696  1,501,980  △907,489  594,491

△907,489 71,180
△978,670

3857/2012年-24-



当第２四半期連結会計期間末（平成23年９月30日） 
 金融商品に係る四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はあ
りません。 

 当第２四半期連結会計期間末（平成23年９月30日） 
 有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はありま
せん。 

  当第２四半期連結会計期間末（平成23年９月30日） 
ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引のみのため該当事項はありません。 

 当第２四半期連結会計期間（自 平成23年７月１日 至 平成23年９月30日） 
 該当事項はありません。 

 １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（注）  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記
載しておりません。 

  

該当事項はありません。 
  

（金融商品関係） 

（有価証券関係） 

（デリバティブ取引関係） 

（企業結合等関係） 

（１株当たり情報） 

  
前第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日） 

 １株当たり四半期純利益金額 円 銭 1 68 円 銭 3 73

（算定上の基礎）     

四半期純利益金額（千円）  140,887  143,369

普通株主に帰属しない金額（千円）  98,000  49,000

（うち優先配当額）  (98,000)  (49,000)

普通株式に係る四半期純利益金額（千
円） 

 42,887  94,369

普通株式の期中平均株式数（千株）  25,586  25,319

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益金額の算定に含めな
かった潜在株式で、前連結会計年度末から重
要な変動があったものの概要 

－ 

ラックホールディングス株式会社
第１回Ａ種優先株式（平成21年11
月12日臨時株主総会決議） 
発行数     ５株 
発行価額の総額 1,000,000千円 
 平成23年６月24日に当該株式10
株のうち５株を取得し、同日消却
しております。 

（重要な後発事象） 
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 平成23年11月４日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

(イ）配当金の総額             普通株式 101,519千円  優先株式    49,000千円 

(ロ）１株当たりの金額           普通株式   ４円00銭  優先株式 9,800,000円00銭 

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日  普通株式および優先株式  平成23年12月12日 

 （注） 平成23年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。 

  

２【その他】 

3857/2012年-26-



 該当事項はありません。 
  

第二部【提出会社の保証会社等の情報】 
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成23年11月10日

ラックホールディングス株式会社 

取締役会 御中 

監査法人アヴァンティア 

  代表社員 
業務執行社員   公認会計士 小笠原 直  印 

  代表社員 
業務執行社員   公認会計士 木村 直人  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているラックホールデ
ィングス株式会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成23年７
月１日から平成23年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年９月30日まで）に係る
四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連
結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。 
  
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
  
監査人の責任 
 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する
結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
て四半期レビューを行った。 
 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 
 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 
  
監査人の結論 
 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ラックホールディングス株式会社及び連結子会社の平成23年９月30日
現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に
表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 
  
利害関係 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
  

以 上 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期
報告書提出会社）が四半期連結財務諸表に添付する形で別途保管しております。 
２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。 
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